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議員改選のお知らせ
現議員の議員の任期は、令和元年10月31日をもって満了となります。
これに伴い、次期の議員の改選を行いますので、選挙・選任方法についてお知らせします。

～刈谷商工会議所の役員も改選となります～
　役員（会頭・副会頭・専務理事・常議員・監事）も10月31日をもって任期満了となりますので、
10月24日の臨時総会において選任されます。

【議員選挙および選任の日程】
₈月₈日　₂号議員部会割当決定
　　15日　₃号議員の選任
₉月₂日　₁号議員選挙人名簿調整基準日
　　₃日　₁号議員選挙人名簿閲覧　告示
　　₆日　₃号議員確定　告示
　　₉日～13日
　　　　　₁号議員選挙人名簿閲覧
　　₆日～13日
　　　　　₂号議員選任期間

₉月20日　₂号議員確定・₁号議員選挙人
名簿確定

　　24日　₂号議員告示
10月₁日～₈日
　　　　　１号議員立候補届出期間
　　11日　１号議員立候補者確定
　　18日　１号議員選挙　投票日
　　21日　１号議員当選人確定　告示
　　24日　常議員会 （₃号議員承認）
　　24日　臨時議員総会（役員選任）

～会議所議員の職務について～

₁号議員 … 会員からの投票により、会員のうちから選挙によって選ばれます。
　　　　　　立候補者が議員定数を超えない場合は、無投票当選で決定します。
₂号議員 … 業種によって分類された₆つの部会から選任されます。
　　　　　　部会ごとの議員割当数は、各部会の会員数と会費口数により配分します。
３号議員 … 会頭が常議員会の同意を得て、会員の中から選任します。

　会員の中から代表として選ばれ、当所の最高意思決定機関である「議員総会」の校正メンバー
として事業運営に参画します。地域を代表する総合経済団体として商工業の振興と社会の発展
を図る商工会議所の議員は、地域経済界の代表的存在であると言えます。
　当所議員の定数は、定款ならびに選挙規約に基づき110名（内₁号議員62名、₂号議員33名、
₃号議員15名）となっております。

※会員は、会費口数に応じた個数の選挙権を有します。（上限50口）
特定商工業者は、各々１個の１号議員の選挙権を有します。
選挙権を行使するためには、選挙人名簿確定までに会費及び特定商工業者負担金の未納が
ないことが必要です。
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